
 

 

（２）高度処理共同負担事業の創設          
 
１．背景・目的 
  三大湾等の閉鎖性水域においては、窒素や燐濃度の上昇による富栄養化を
原因とする赤潮の発生回数が増加傾向にあるなど、依然として水質改善が進
んでいない。このため、水域に流入する窒素や燐の発生源として大きな割合
を占める生活系の負荷を軽減するため、下水道の高度処理を推進する必要が
ある。 
     
２．概要 
 高度処理を効率的に行うことができる下水道管理者が、他の下水道管理者
の実施する高度処理の負荷削減機能を併せて高度処理を行う場合、国が、当
該高度処理施設を設置する下水道管理者に、その設置に係る費用の一部を一
括して補助することができるものとする。この場合、当該高度処理施設によ
る負荷量削減割合等に基づきそれぞれの下水道管理者が負担する費用にそれ
ぞれの補助率を適用し、その合計額を補助するものとする。 
 
３．事業効果 
  高度処理に必要な用地の確保が困難な場合や小規模処理施設等で高度処理
導入コストが相対的に割高な場合がある等の理由により進んでいない高度処
理の普及が、流域全体で効率的かつ計画的に推進される。 

 

流域全体で高度処理を効率的に推進

閉鎖性水域に流入する窒素・燐が減少

より早期に、より低コストで公共用水域の水質改善を達成

Ａの分も併せて
高度処理

高度処理を協力して行う手法を創設

閉鎖性水域における赤潮の発生

良好な水環境の創出○○湾

終末処理場
（下水道管理者Ｂ）

終末処理場
（下水道管理者Ａ）

通常の処理

○ Ｂは、Ａの高度処理も併せて効率的に実施
○ Ａは、Ｂへ自らの高度処理に要する費用を負担




